
○ 
信
用
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
五
号
） 

 
 

改 

正 

案 

現 
 
 
 

行 

（
業
務
報
告
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
等
の
記
載
方
法
） 

第
二
十
五
条 

（
略
） 

２ 

法
第
三
十
六
条
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す
る
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
決
議
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
決
議

の
内
容
の
概
要
を
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
業
務
報
告
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

 

（
業
務
報
告
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
等
の
記
載
方
法
） 

第
二
十
五
条 

（
略
） 

２ 

法
第
三
十
六
条
第
五
項
第
五
号
に
規
定
す
る
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
の
決
議
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
決
議

の
内
容
を
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
作
成
す
る
業
務
報
告
の
内
容
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

 

（
招
集
の
決
定
事
項
） 

第
四
十
二
条 

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（
定
款
に
ロ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
る
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
事
項

の
決
定
を
理
事
に
委
任
す
る
旨
を
決
定
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項
を
除
く
。
） 

イ 

第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
総
会
参
考
書
類
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
会
参
考
書
類

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項 

ロ 

特
定
の
時
（
総
会
の
日
時
以
前
の
時
で
あ
つ
て
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
発

し
た
時
か
ら
七
日
を
経
過
し
た
時
以
後
の
時
に
限
る
。
）
を
も
つ
て
書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
の
期

限
と
す
る
旨
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
特
定
の
時 

ハ 

特
定
の
時
（
総
会
の
日
時
以
前
の
時
で
あ
つ
て
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
発

し
た
時
か
ら
七
日
を
経
過
し
た
時
以
後
の
時
に
限
る
。
）
を
も
つ
て
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行

使
の
期
限
と
す
る
旨
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
特
定
の
時 

ニ 

第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
取
扱
い
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
取
扱
い
の
内
容 

ホ 

第
四
十
六
条
第
一
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
会
員
に
対
し
て
提
供
す
る
総
会
参
考
書
類
に
記

載
し
な
い
も
の
と
す
る
事
項 

へ 

一
の
会
員
が
同
一
の
議
案
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
規
定
に
よ
り
重
複
し
て

議
決
権
を
行
使
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
同
一
の
議
案
に
対
す
る
議
決
権
の
行
使
の
内
容
が
異
な
る

も
の
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
会
員
の
議
決
権
の
行
使
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
と
き

（
次
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
事
項 

 
 

 

⑴ 

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
場
合 

法
第
十
二
条
第
七
項
に
お
い

（
招
集
の
決
定
事
項
） 

第
四
十
二
条 

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

（
定
款
に
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
る
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
事
項
の
決
定

を
理
事
に
委
任
す
る
旨
を
決
定
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
事
項
を
除
く
。
） 

イ 

第
四
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
総
会
参
考
書
類
（
法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
会
参
考
書
類

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
載
す
べ
き
事
項 

ロ 

特
定
の
時
（
総
会
の
日
時
以
前
の
時
で
あ
つ
て
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
発

し
た
時
か
ら
七
日
を
経
過
し
た
時
以
後
の
時
に
限
る
。
）
を
も
つ
て
書
面
に
よ
る
議
決
権
の
行
使
の
期

限
と
す
る
旨
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
特
定
の
時 

ハ 

特
定
の
時
（
総
会
の
日
時
以
前
の
時
で
あ
つ
て
、
法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
を
発

し
た
時
か
ら
七
日
を
経
過
し
た
時
以
後
の
時
に
限
る
。
）
を
も
つ
て
電
磁
的
方
法
に
よ
る
議
決
権
の
行

使
の
期
限
と
す
る
旨
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
特
定
の
時 

ニ 

第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
取
扱
い
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
取
扱
い
の
内
容 

ホ 
第
四
十
六
条
第
一
項
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
よ
り
会
員
に
対
し
て
提
供
す
る
総
会
参
考
書
類
に
記

載
し
な
い
も
の
と
す
る
事
項 

へ 

一
の
会
員
が
同
一
の
議
案
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
規
定
に
よ
り
重
複
し
て

議
決
権
を
行
使
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
同
一
の
議
案
に
対
す
る
議
決
権
の
行
使
の
内
容
が
異
な
る

も
の
で
あ
る
と
き
に
お
け
る
当
該
会
員
の
議
決
権
の
行
使
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
と
き

（
次
号
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
事
項 

 
 

 

⑴ 

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
場
合 

法
第
十
二
条
第
七
項
に
お
い



て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
一
条
第
一
項 

 
 

 

⑵ 
法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
場
合 

法
第
十
二
条
第
七
項
に
お
い

て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
二
条
第
一
項 

四
～
六 

（
略
） 

 

て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
一
条
第
一
項 

 
 

 

⑵ 

法
第
四
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
た
場
合 

法
第
十
二
条
第
七
項
に
お
い

て
準
用
す
る
会
社
法
第
三
百
十
二
条
第
一
項 

四
～
六 

（
略
） 

 

(

金
庫
の
子
会
社
の
範
囲
等)

 
 

第
六
十
四
条 

法
第
五
十
四
条
の
二
十
一
第
一
項
第
一
号
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
主
と
し
て
信
用
金
庫
そ

の
他
こ
れ
に
類
す
る
者
と
し
て
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
並
び
に
第
五
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
第
十
号

及
び
第
六
項
に
規
定
す
る
主
と
し
て
信
用
金
庫
連
合
会
、
そ
の
子
会
社
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
者
と
し
て

内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

(

略
） 

２
～
12 

（
略
） 

 

(

金
庫
の
子
会
社
の
範
囲
等)

 

第
六
十
四
条 

法
第
五
十
四
条
の
二
十
一
第
一
項
第
一
号
又
は
第
五
十
四
条
の
二
十
三
第
一
項
第
十
号
に
規

定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

  

一
・
二 

(

略
） 

２
～
12 

（
略
） 

 

（
信
用
金
庫
代
理
業
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
事
項
） 

 

第
百
三
十
八
条 

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

他
の
法
人
の
常
務
に
従
事
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
他
の
法
人
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る

営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
業
務
の
種
類 

ロ 

当
該
個
人
に
係
る
次
に
掲
げ
る
法
人
等
（
会
社
、
組
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
業
体
（
外
国

に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
商
号

又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
業
務
の
種
類 

⑴ 

当
該
個
人
が
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
等

⑵ 

⑴
に
掲
げ
る
法
人
等
の
子
法
人
等 

二 

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

そ
の
役
員
が
、
他
の
法
人
の
常
務
に
従
事
し
、
又
は
事
業
を
営
む
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
役
員

の
氏
名
、
当
該
他
の
法
人
又
は
事
業
所
の
商
号
若
し
く
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所

在
地
及
び
業
務
の
種
類 

ロ 

当
該
法
人
に
係
る
次
に
掲
げ
る
法
人
等
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在

地
、
代
表
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
業
務
の
種
類 

⑴ 

当
該
法
人
の
子
法
人
等 

⑵ 

当
該
法
人
の
親
法
人
等
（
令
第
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
親
法
人
等
を
い
う
。
） 

⑶ 

当
該
法
人
の
親
法
人
等
の
子
法
人
等
（
⑴
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
） 

三 

信
用
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
金
庫
代
理
業

再
委
託
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
再
委
託
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
信
用
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
の

（
信
用
金
庫
代
理
業
の
許
可
の
申
請
書
の
記
載
事
項
） 

 

第
百
三
十
八
条 

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

一 

個
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

他
の
法
人
の
常
務
に
従
事
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
他
の
法
人
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る

営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
及
び
業
務
の
種
類 

ロ 

当
該
個
人
に
係
る
次
に
掲
げ
る
法
人
等
（
会
社
、
組
合
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
業
体
（
外
国

に
お
け
る
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
商
号

又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
、
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
業
務
の
種
類 

⑴ 

当
該
個
人
が
そ
の
総
株
主
等
の
議
決
権
の
百
分
の
五
十
を
超
え
る
議
決
権
を
保
有
す
る
法
人
等 

⑵ 

⑴
に
掲
げ
る
法
人
等
の
子
法
人
等 

二 

法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

イ 

そ
の
役
員
が
、
他
の
法
人
の
常
務
に
従
事
し
、
又
は
事
業
を
営
む
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
役
員

の
氏
名
、
当
該
他
の
法
人
又
は
事
業
所
の
商
号
若
し
く
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所

在
地
及
び
業
務
の
種
類 

ロ 
当
該
法
人
に
係
る
次
に
掲
げ
る
法
人
等
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在

地
、
代
表
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
業
務
の
種
類 

⑴ 

当
該
法
人
の
子
法
人
等 

⑵ 

当
該
法
人
の
親
法
人
等
（
令
第
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
親
法
人
等
を
い
う
。
） 

⑶ 

当
該
法
人
の
親
法
人
等
の
子
法
人
等
（
⑴
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
） 

三 

信
用
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
五
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
金
庫
代
理
業

再
委
託
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
再
委
託
を
受
け
る
と
き
は
、
当
該
信
用
金
庫
代
理
業
再
委
託
者
の



 

商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地 

四 

信
用
金
庫
代
理
業
（
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
金
庫
代
理
業
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
再
委
託
す
る
と
き
は
、
当
該
再
委
託
を
受
け
る
信
用
金
庫
代
理
業
再
受
託
者
（
銀
行
法
第
五
十

二
条
の
五
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
金
庫
代
理
業
再
受
託
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
商
号
、
名

称
又
は
氏
名
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
八
十
五
条
の
三
に
規
定
す
る
金
庫
等
が
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十

一
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
届
け
出
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
三
十
七
第
一
項
第
六

号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。 

 

商
号
、
名
称
又
は
氏
名
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地 

四 

信
用
金
庫
代
理
業
（
法
第
八
十
五
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
金
庫
代
理
業
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
を
再
委
託
す
る
と
き
は
、
当
該
再
委
託
を
受
け
る
信
用
金
庫
代
理
業
再
受
託
者
（
銀
行
法
第
五
十

二
条
の
五
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
信
用
金
庫
代
理
業
再
受
託
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
商
号
、
名

称
又
は
氏
名
及
び
主
た
る
営
業
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地 

（
新
設
） 


